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1 フロン類の再利用 
 

 

フロン類の再利用連絡 

 

回収したフロン類を再利用する場合は、電子マニフェストシステムで「フロン類再利用車台連絡」を行う必要があります。フロン

類を再利用用ボンベに充てんした都度、すみやかに「1.10 フロン類再利用車台の連絡」を行ってください。 

 

 ポイント 

フロン類を再利用する場合は、フロン類を再利用用ボンベに充てんした年度で「フロン類再利用車台の連絡」を行ってください。 

 

 

フロン類の再利用連絡の手順 

 

〔1.10 フロン類再利用車台の連絡〕 

 
 

 
 

 ➊ 再利用する車台の「再利用対象選択」欄をチェック 

➋ フロン類を再利用した年度「報告年度」欄より選択 

※通常は現在の年度をデフォルト表示しています。 

➌ 「確定」をクリックします。 
 

 メモ 

詳細は「パソコンを利用した移動報告（電子マニフェスト）詳細マニュアル フロン類回収工程編」を参照してください。 

 

  

➊ 

➋ 

➌ 
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2 フロン類の年次報告 
 

 

フロン類の年次報告について  

 

回収したフロン類を自動車メーカー等に引き渡す場合は、電子マニフェストシステムで「フロン類年次報告」を行う必要がありま

す。事務所ごとの前年度の実績を毎年度終了後、1 ヵ月以内（4 月末まで）に行ってください。 
 

 メモ 

毎年 4 月末までに事業所ごとの年次報告が行われない場合は、情報管理センターから各自治体等に報告されます。 

 
 

 ポイント 

フロン類年次報告に必要な項目 

1） 自動車メーカー等への引渡量
*1

 

・前年度に自動車メーカー等に引き渡したフロン類の種別（CFC（R12）/HFC（R134a））ごとの量 

2) 再利用量
*2

 

・前年度に再利用した台数およびフロン類の種別（CFC（R12）/HFC（R134a））ごとの量 

3) 保管量
*3

 

前年度 3 月末日に保管していたフロン類の種別（CFC（R12）/HFC（R134a））ごとの量 
 

 メモ 

*1 自動車メーカー等における引取量が、電子マニフェストシステムの画面上で自動的に計算・表示されるため、これを

参考に入力してください。 

*2 「フロン類再利用車台の連絡」により、フロン類を再利用した車台番号および台数は、システム上で記録されていま

すが、再利用量については、各事業所において記録しておく必要があります。 

*3 保管量は、各事業所において記録しておく必要があります。 

  

 

• フロン類の年次報告を行う前に、報告対象年度の移動報告実施状況（％表示）を確認し、報告状況が低い場合に

は、再利用連絡で連絡もれがあった可能性が考えられますので、必要に応じて再利用車台連絡を行うようにしてくださ

い。報告期間中（4 月末まで）は修正可能です。 

• 報告がされていない場合、報告が実施されるまで、メニュー画面上に「フロン類年次報告を忘れずに報告してください」と

赤字で警告表示されます。 

• 報告期限（4 月末まで）内に報告がなかった場合は、情報管理センターから自治体等へ報告されます。なお、前年度

に回収実績がなかった場合でも報告が必要となります。 
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 ポイント 

年次報告のために、フロン類回収実績日次管理台帳
*1

に「kg 単位」で記録しておくことをお勧めします。 

詳細は、「パソコンを利用した移動報告（電子マニフェスト）詳細マニュアル フロン類回収工程編」を参照してください。 

年次報告の対象業者 

  

 

*1 フロン類回収台帳サンプル 

 

  

前年度（4 月～翌年 3 月） 自治体登録（当年度 4 月 1 日時点）

回収実績 保管 有（実業） 無（廃業）

有
有 ○ ○

無 ○ ○

無
有 ○ ×

無 ○ ×

○

×

：報告  必須

：報告不要
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フロン類の年次報告の手順 

 

〔3.1 フロン類年次報告〕 

① 報告対象年度の選択 

 

 

 ➊ 報告対象年度を確認し、「選択」ボタンをクリックします。 

 ポイント 

報告対象年度は、前年度および前々年度が表示されます。前々年度分が未報告の場合、はじめに前々年度分の報告がなされな

いと前年度分の報告はできません。 

 

② フロン類年次報告 

事業所ごとの前年度の実績を情報管理センターへ報告 

 

 

 ➊ 前年度に自動車メーカー等（指定引取場所）に引き渡したフロン類の種別ごとの量を入力し「計算」をクリックし、

合計値を表示します。 

➋ 前年度に再利用した台数およびフロン類の種別ごとの量を入力し「計算」をクリックし、合計値を表示します。 

➌ 前年度 3 月末日に保管していたフロン類の種別ごとの量を入力し、「計算」をクリックし、合計値を表示します。 

➍ 「センターへ報告」をクリックします。 

 メモ 

詳細は、「パソコンを利用した移動報告（電子マニフェスト）詳細マニュアル フロン類回収工程」を参照してください。 

➊ 

➊ 

➋ 

➌ 

➍ 
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3 事業者登録情報の変更・削除 
 

事業者（事業所）情報に変更が生じた場合は、自治体および自動車リサイクルコンタクトセンターにて変更手続きを行って

ください。変更されていない状態で事業を継続されると、フロン類の回収・運搬料金のお支払いができないことがありますのでご

注意ください。 
 

 ポイント 

・事業所等の閉鎖等による「削除」の場合も同様に手続きしてください。 

・一部の登録情報については WEB 上での変更が可能です。詳細は下記 HP をご覧ください。 

自動車リサイクルシステム TOP ページ＞02.フロン類回収業者＞各種申請書書式＞【引取・フロン類回収・解体・破砕業者の方】

事業者登録情報の確認・変更について 

・下記の手続きとは別に、自治体への変更届出が必要となる場合がありますのでご注意ください。 

 

フロン類回収工程の事業者の場合の基本フロー 

 

 

 

 

 

 

 ポイント 

WEB で変更できる登録情報 

• 事業者電話番号、FAX 番号 

• 事業者の担当部署名、担当者名、住所、電話番号、FAX 番号 

• 業者情報公開可否 

• 事業所電話番号 

• 事業所担当部署名、担当者名、メールアドレス、電話番号、FAX 番号 

 

 

 

 

 

 

郵送で申請する流れ WEB で申請する流れ 

http://www.jraia.or.jp/product/flon/company_list.html
http://www.jraia.or.jp/product/flon/company_list.html
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 ポイント 

郵送で変更できる登録情報 

• 事業者に関する内容（事業者名・代表者名・所在地・電話番号・FAX 番号）を変更する場合 

• 事業者の担当部署に関する内容（担当部署名・担当者名・電話番号・FAX 番号）を変更する場合 

• 事業所に関する内容（事業所名・所在地・電話番号）を変更する場合 

• 事業所の担当部署に関する内容（担当部署名・担当者名・電話番号・FAX 番号・e-mail）を変更する場合 

• システム登録完了通知書・支払明細書の送付先を変更する場合 

• 自動車リサイクルシステムに登録している金融機関口座を変更する場合 

• フロン類の運搬方法を変更する場合 

• 自治体に登録されている取扱いフロン類種別（CFC（R12）、HFC（R134a）または両方）を変更する場合  

• ボンベ種類(大型・1 リットル・両方) を変更する場合 

• 事業所分類(発送拠点・回収拠点・メーカー直送のみの拠点) を変更する場合 

• 事業所の主たる業務(新車販売・中古車販売・自動車整備・中古部品販売/ELV 解体/粉砕等) を変更する場合 
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4 ボンベ専用ケース 
 

 

ボンベでフロン類を引渡す事業者 

 

専用ケースは無償貸与しますので、希望される場合は、「ボンベ専用ケース発注申込書」（7-3 ページ）に必要事項をご記

入の上 FAX でお申し込みください。 
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5 自動車フロン類引渡状 
 

 

自動車フロン類引渡状について 

 

• 持ち込み方式を利用し、フロン類回収業者自ら、またはフロン類回収業者が手配した運搬業者がボンベを指定引取場

所に運搬する場合、以下の「自動車フロン類引渡状」の記入・添付が必要になります。 

• 指定着払い方式を利用する場合、自動車フロン類引渡状は不要です。 

 

 ポイント 

引渡状は、自再協HPよりダウンロードしてください 

http://www.jarp.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車フロン類引渡状入れ 

 

• ボンベの取手部分に「自動車フロン類引渡状入れ」をセットし、両端を付属のバンドで固定してください。 

• バンドでの固定が難しいボンベの場合は、ガムテープ等を利用してしっかり固定してください。 
 

 ポイント 

「自動車フロン類引渡状入れ」をご希望の場合は、自再協までご連絡ください 

TEL: 03-5405-6150 
 

 

 

自動車フロン類引渡状

http://www.jarp.org/

